
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
原
稿
誤
り
・
印
刷
誤
り
）

目
次

◎

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
一
号
）
（
抄
）
・
・
１

◎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
三
号
）
（
抄
）

○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
六
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７
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◎
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
令
和

三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
一
号
）
（
抄
）

第
七
条

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
五
第
一
項
第
八
号
に

す
る
運
営
規
程
を
い
う
。
第
九
条

規
定

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と

認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
事

業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（原稿誤り）
「規程する」を「規定する」
と訂正する。
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◎
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
三
号
）
（
抄
）

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

十
五
の
二

通
所
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所

十
五
の
二

通
所
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
及
び
認
知
症
対
応
型
通

介
護
費
及
び
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
に
お
け
る
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
の
基

所
介
護
費
に
お
け
る
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
の
基
準

準
（
削
る
）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

(Ⅰ)

シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
医
療
提
供
施
設
（
医
療

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
医
療
提
供
施
設
を
い
い
、
病
院
に
あ
っ
て
は
、
許
可
病
床
数
が
二
百
床

未
満
の
も
の
又
は
当
該
病
院
を
中
心
と
し
た
半
径
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内

に
診
療
所
が
存
在
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
理
学
療
法
士

、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
又
は
医
師
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
理

学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

を
訪
問
し
、
当
該
事
業
所
の
機
能
訓
練
指
導
員
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員

、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
以
下
「
機
能
訓
練
指
導
員
等
」
と

い
う
。
）
と
共
同
し
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者
の
心
身
の
状
況
を
勘
案

し
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で

解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
、
利
用
者
の
身
体
の
状

況
等
の
評
価
及
び
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

⑴

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所

（
新
設
）

（
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
（
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
の

ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び

（原稿誤り）
「指定訪問リハビリテーション事業所」
に係る定義規定を加える。
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介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
法
第
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ

ョ
ン
事
業
所
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。

（
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
指
定
介
護

以
下
同
じ
。
）

予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
医
療
提
供
施
設

じ
。
）

（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
を
い
い
、
病
院
に
あ
っ
て
は
、
許
可
病
床

数
が
二
百
床
未
満
の
も
の
又
は
当
該
病
院
を
中
心
と
し
た
半
径
四
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
内
に
診
療
所
が
存
在
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

）
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
又
は
医
師
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
の
助
言
に
基
づ
き
、

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

（
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
の
ロ

に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
法
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同

の
機
能
訓
練
指
導
員
等
が
共
同
し
て
利
用
者
の
身
体
状
況
等
の

じ
。
）

評
価
及
び
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

⑵

個
別
機
能
訓
練
計
画
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
身
体
機
能
又
は
生
活
機

（
新
設
）

能
の
向
上
を
目
的
と
す
る
機
能
訓
練
の
項
目
を
準
備
し
、
機
能
訓
練
指

導
員
等
が
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
機
能
訓
練
を
適
切
に
提
供

し
て
い
る
こ
と
。

（原稿誤り）
「指定通所リハビリテーション事業所」
に係る定義規定に追加する。

（原稿誤り）
「指定訪問リハビリテーション事業所」
に係る定義規定を加えることに伴い削除する。
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⑶

⑴
の
評
価
に
基
づ
き
、
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
三
月

（
新
設
）

ご
と
に
一
回
以
上
評
価
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
機
能
訓

練
の
内
容
と
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等
を
説
明
し
、
必
要
に

応
じ
て
訓
練
内
容
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ

機
能
訓
練
指
導
員
等
が
理
学
療
法
士
等
と
連
携
し
、
個
別
機
能
訓
練
計

画
の
進
捗
状
況
等
を
三
月
ご
と
に
一
回
以
上
評
価
し
、
利
用
者
又
は
そ
の

家
族
に
対
し
て
機
能
訓
練
の
内
容
と
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
進
捗
状
況
等

を
説
明
し
、
必
要
に
応
じ
て
訓
練
内
容
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と

。

十
六
の
二

通
所
介
護
費
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通

十
六
の
二

通
所
介
護
費
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｌ
維

所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

持
等
加
算
の
基
準

生
活
介
護
費
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
及
び

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
の
基
準

イ

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

イ

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

(Ⅰ)

(Ⅰ)

こ
と
。

こ
と
。

⑴

評
価
対
象
者
（
当
該
事
業
所
又
は
当
該
施
設
の
利
用
期
間
（
⑵
に
お

⑴

利
用
者
（
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
又
は
当
該
指
定
地
域
密
着
型

い
て
「
評
価
対
象
利
用
期
間
」
と
い
う
。
）
が
六
月
を
超
え
る
者
を
い

通
所
介
護
事
業
所
を
連
続
し
て
六
月
以
上
利
用
し
、
か
つ
、
そ
の
利
用

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

の
総
数
が
十
人
以
上
で
あ
る
こ

期
間
（
⑵
に
お
い
て
「
評
価
対
象
利
用
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

）

と
。

、
五
時
間
以
上
の
通
所
介
護
費
の
算
定
回
数
が
五
時
間
未
満
の
通
所
介

護
費
の
算
定
回
数
を
上
回
る
者
に
限
る
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
総
数
が
二
十
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

⑵

利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
評
価
対
象
利
用
期
間
の
初
月
（
複
数
の
評

価
対
象
利
用
期
間
の
初
月
が
存
在
す
る
場
合
は
、
複
数
の
評
価
対
象
利

用
期
間
の
初
月
の
う
ち
最
も
早
い
月
と
す
る
。
以
下
「
評
価
対
象
利
用

開
始
月
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、

要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
以

上
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

⑶

利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
評
価
対
象
利
用
開
始
月
に
お
い
て
、
初
回

の
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
要
介
護
認
定
又
は
法
第
三
十
二
条
第
一
項

の
要
支
援
認
定
が
あ
っ
た
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
で
あ
る
者
の

（印刷誤り）
官報では「において同じ。）」
となっているが、
「において同じ。）」とする。
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占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

⑵

評
価
対
象
者
全
員
に
つ
い
て
、
評
価
対
象
利
用
期
間
の
初
月
（
以
下

⑷

利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
評
価
対
象
利
用
開
始
月
と
、
当
該
月
か
ら

「
評
価
対
象
利
用
開
始
月
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
月
の
翌
月
か
ら
起

起
算
し
て
六
月
目
に
お
い
て
、
機
能
訓
練
指
導
員
が
Ａ
Ｄ
Ｌ
を
評
価
し

算
し
て
六
月
目
（
六
月
目
に
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
な
い
場
合
に
つ
い
て

、
そ
の
評
価
に
基
づ
く
値
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
」
と

は
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
あ
っ
た
最
終
の
月
）
に
お
い
て
Ａ
Ｄ
Ｌ
を

い
う
。
）
を
測
定
し
、
測
定
し
た
日
が
属
す
る
月
ご
と
に
厚
生
労
働
省

評
価
し
、
そ
の
評
価
に
基
づ
く
値
（
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
」
と
い
う
。
）

に
当
該
測
定
が
提
出
さ
れ
て
い
る
者
（
⑸
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い

を
測
定
し
、
測
定
し
た
日
が
属
す
る
月
ご
と
に
厚
生
労
働
省
に
当
該
測

う
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
九
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

定
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

評
価
対
象
者
の
評
価
対
象
利
用
開
始
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
六
月

⑸

評
価
対
象
利
用
開
始
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
目
の
月
に
測
定
し
た
Ａ

目
の
月
に
測
定
し
た
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
か
ら
評
価
対
象
利
用
開
始
月
に
測
定
し

Ｄ
Ｌ
値
か
ら
評
価
対
象
利
用
開
始
月
に
測
定
し
た
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
を
控
除
し

た
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
を
控
除
し
て
得
た
値
を
用
い
て
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
算

て
得
た
値
（
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
利
得
」
と
い
う
。
）
が
多
い
順
に
、
提
出

出
し
た
値
（
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
利
得
」
と
い
う
。
）
の
平
均
値
が
一
以
上

者
の
総
数
の
上
位
百
分
の
八
十
五
に
相
当
す
る
数
（
そ
の
数
に
一
未
満

で
あ
る
こ
と
。

の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
の

利
用
者
に
つ
い
て
、
次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
利
用
者
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
定
め
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
が
零
以

上
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

㈠

Ａ
Ｄ
Ｌ
得
が
零
よ
り
大
き
い
利
用
者

一

（
削
る
）

㈡

Ａ
Ｄ
Ｌ
利
得
が
零
の
利
用
者

零

（
削
る
）

㈢

Ａ
Ｄ
Ｌ
利
得
が
零
未
満
の
利
用
者

マ
イ
ナ
ス
一

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

七
十
一
の
五

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
及
び
介

（
新
設
）

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

(Ⅰ)

合
す
る
こ
と
。

⑴

入
所
者
ご
と
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
、
栄
養
状
態
、
口
腔
機
能
、
認
知
症
の
状

く

う

況
そ
の
他
の
入
所
者
の
心
身
の
状
況
等
に
係
る
基
本
的
な
情
報
を
、
厚

生
労
働
省
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

必
要
に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
見
直
す
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
当
た
っ
て
、
⑴
に
規
定
す
る
情
報
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
か

つ
有
効
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
。

（原稿誤り）
「次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。」
を削除する。
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ロ

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

(Ⅱ)

合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
に
加
え
て
、
入
所
者
ご
と
の
疾
病
の
状
況
等

の
情
報
を
、
厚
生
労
働
省
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

必
要
に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
見
直
す
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
当
た
っ
て
、
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
、
⑴
に
規
定
す
る
情
報
そ

の
他
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
か
つ
有
効
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

活
用
し
て
い
る
こ
と
。

九
十
二
の
二

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
お
け

（
新
設
）

る
科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

(Ⅰ)

合
す
る
こ
と
。

⑴

入
所
者
ご
と
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
値
、
栄
養
状
態
、
口
腔
機
能
、
認
知
症
の
状

く

う

況
そ
の
他
の
入
所
者
の
心
身
の
状
況
等
に
係
る
基
本
的
な
情
報
を
、
厚

生
労
働
省
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

必
要
に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
見
直
す
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
当
た
っ
て
、
⑴
に
規
定
す
る
情
報
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
か

つ
有
効
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

(Ⅱ)

合
す
る
こ
と
。

⑴

イ
⑴
に
加
え
て
、
入
所
者
ご
と
の
疾
病
、
服
薬
の
状
況
等
の
情
報
を

、
厚
生
労
働
省
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

必
要
に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
見
直
す
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
当
た
っ
て
、
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
、
⑴
に
規
定
す
る
情
報
そ

の
他
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
か
つ
有
効
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

活
用
し
て
い
る
こ
と
。

（原稿誤り）
「次に掲げる基準のいずれにも適合
すること。」
を削除する。
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○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

十
四

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

十
四

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
経
過
的
ユ

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算
定

(ｉ)

(ｉ)

(ⅲ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

(ⅰ)

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠

イ
⑴
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か
ら
㈧
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

㈠

イ
⑴
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か
ら
㈦
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。

。

㈡

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
に
該

㈡

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
に
該

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

当
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
経
過
的
ユ

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算
定

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅳ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

(ⅱ)

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

⑴
㈡
、
イ
⑴
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か
ら
㈦
ま
で
及
び
イ
⑵
㈡
か
ら
㈣
ま
で

⑴
㈡
、
イ
⑴
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か
ら
㈥
ま
で
及
び
イ
⑵
㈡
か
ら
㈣
ま
で

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

(Ⅱ)

(Ⅱ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
経
過
的
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算
定

(ｉ)

(ⅱ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

（
略
）

（
略
）

⑷

（
略
）

⑷

（
略
）

⑸

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

⑸

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

(Ⅲ)

(Ⅲ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
経
過
的
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算
定

(ｉ)

(ⅱ)

（印刷誤り）
官報では４字目から記載されているが、
正しくは５字目から記載する。
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ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

㈠
・
㈡

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

⑹

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

⑹

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

(Ⅳ)

(Ⅳ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
経
過
的
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算
定

(ｉ)

(ⅱ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

（
略
）

（
略
）

ハ
～
ナ

（
略
）

ハ
～
ナ

（
略
）

四
十
六

指
定
居
宅
介
護
支
援
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用

四
十
六

指
定
居
宅
介
護
支
援
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
別
表

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
別
表

指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
５
に

指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
４
に

係
る
施
設
基
準

係
る
施
設
基
準

（
略
）

（
略
）

五
十
五

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

五
十
五

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

(Ⅰ)

(Ⅰ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

(ｉ)

(ｉ)

(ⅲ)

ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ス
の
施
設
基
準

(ⅰ)

㈠

イ
⑴
㈠
及
び
㈢
か
ら
㈦
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

イ
⑴
㈠
及
び
㈢
か
ら
㈥
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

(Ⅰ)

(Ⅰ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅳ)

ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ス
の
施
設
基
準

(ⅱ)

⑴
㈡
並
び
に
イ
⑴
㈠
、
㈢
か
ら
㈥
ま
で
及
び
⑵
㈡
か
ら
㈣
ま
で
に
該

⑴
㈡
並
び
に
イ
⑴
㈠
、
㈢
か
ら
㈤
ま
で
及
び
⑵
㈡
か
ら
㈣
ま
で
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

(Ⅱ)

(Ⅱ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

(ｉ)

(ⅱ)

ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ス
の
施
設
基
準

（印刷誤り）
官報では４字目から記載されているが、
正しくは５字目から記載する。

（印刷誤り）
官報では２字目から記載されているが、
正しくは３字目から記載する。



- 9 -

（
略
）

（
略
）

⑷

（
略
）

⑷

（
略
）

⑸

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

⑸

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

(Ⅲ)

(Ⅲ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

(ｉ)

(ⅱ)

ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ス
の
施
設
基
準

㈠
・
㈡

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

⑹

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

⑹

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保

(Ⅳ)

(Ⅳ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

(ｉ)

(ⅱ)

ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ス
の
施
設
基
準

（
略
）

（
略
）

六
十
八
の
五

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

六
十
八
の
五

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス

基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス

等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で

等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で

の
注

ロ
、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注

ロ
又
は
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

ロ
に
掲

の
注

ロ
、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注

ロ
又
は
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
８
ロ
に
掲

16

13

11

13

10

げ
る
者
が
入
院
す
る
病
院
又
は
診
療
所
が
、
介
護
医
療
院
基
準
附
則
第
二
条

げ
る
者
が
入
院
す
る
病
院
又
は
診
療
所
が
、
介
護
医
療
院
基
準
附
則
第
二
条

に
規
定
す
る
転
換
を
行
っ
て
介
護
医
療
院
を
開
設
し
、
当
該
者
が
当
該
介
護

に
規
定
す
る
転
換
を
行
っ
て
介
護
医
療
院
を
開
設
し
、
当
該
者
が
当
該
介
護

医
療
院
の
従
来
型
個
室
に
入
所
し
て
い
る
場
合
の
当
該
者
に
対
す
る
介
護
医

医
療
院
の
従
来
型
個
室
に
入
所
し
て
い
る
場
合
の
当
該
者
に
対
す
る
介
護
医

療
院
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

療
院
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

（印刷誤り）
官報では４字目から記載されているが、
正しくは５字目から記載する。

（印刷誤り）
官報では２字目から記載されているが、
正しくは３字目から記載する。


